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報告理由 

第３次小城市総合計画の策定スケジュールの変更に伴い、第３次小

城市教育振興基本計画の対象期間を延長させた。このことから、第３

次小城市教育情報化基本計画の対象期間を延長したため報告する。 



１ 対象期間 

 変更前 令和４年度から令和７年度まで 

 変更後 令和４年度から令和８年度まで 

 

２ 変更理由 

 第３次小城市教育情報化基本計画の対象期間は、第２次小城市総合計

画の後期基本計画と第３次小城市教育振興基本計画に合わせ令和４年度

から令和７年度までとしていたが、第３次小城市総合計画の策定スケジ

ュールが後ろ倒しとなり、令和７年度中に次期小城市教育振興基本計画

の策定ができないため、第３次小城市教育振興基本計画の対象期間を１

年間延長させた。このことから、小城市教育振興基本計画を基に策定し

ている、第３次小城市教育情報化基本計画の対象期間も１年間延長する。 

 

 


